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令和７年一宮市議会３月定例会 

議 事 日 程（第５号） 

                    ３月２４日（月曜日）午前９時３０分 開議 

 １ 議案第 １号 令和７年度愛知県一宮市一般会計予算 

 ２ 議案第 ２号 令和７年度愛知県一宮市国民健康保険事業特別会計予算 

 ３ 議案第 ３号 令和７年度愛知県一宮市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 ４ 議案第 ４号 令和７年度愛知県一宮市介護保険事業特別会計予算 

５ 議案第 ５号 令和７年度愛知県一宮市公共駐車場事業特別会計予算 

６ 議案第 ６号 令和７年度愛知県一宮市外崎土地区画整理事業特別会計予算 

７ 議案第 ７号 令和７年度愛知県一宮市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

８ 議案第 ８号 令和７年度愛知県一宮市病院事業会計予算 

９ 議案第 ９号 令和７年度愛知県一宮市水道事業会計予算 

１０ 議案第１０号 令和７年度愛知県一宮市下水道事業会計予算 

１１ 議案第１１号 令和６年度愛知県一宮市一般会計補正予算 

１２ 議案第１２号 令和６年度愛知県一宮市介護保険事業特別会計補正予算 

１３ 議案第１３号 令和６年度愛知県一宮市外崎土地区画整理事業特別会計補正予算 

１４ 議案第１４号 令和６年度愛知県一宮市水道事業会計補正予算 

１５ 議案第１５号 令和６年度愛知県一宮市下水道事業会計補正予算 

１６ 議案第１６号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用に関する条例等の一部改正について 

１７ 議案第１７号 一宮市職員定数条例の一部改正について 

１８ 議案第１８号 一宮市職員等のハラスメント防止に関する条例の制定について 

１９ 議案第１９号 一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び一宮市職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について 

２０ 議案第２０号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

２１ 議案第２１号 一宮市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

２２ 議案第２２号 一宮市職員旅費額条例の一部改正について 

２３ 議案第２３号 一宮市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

２４ 議案第２４号 一宮市手数料条例の一部改正について 

２５ 議案第２５号 一宮市民生委員定数条例の一部改正について 

２６ 議案第２６号 一宮市保育所条例等の一部改正について 

２７ 議案第２７号 一宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部改正について 

２８ 議案第２８号 一宮市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について 
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２９ 議案第２９号 一宮市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 

３０ 議案第３０号 一宮市火災被災者用緊急避難所の設置及び管理に関する条例の廃止につ

いて 

３１ 議案第３１号 一宮市公衆浴場法施行条例の一部改正について 

３２ 議案第３２号 一宮市歯と口の健康づくり推進条例の一部改正について 

３３ 議案第３３号 一宮市国民健康保険税条例の一部改正について 

３４ 議案第３４号 一宮市斎場条例の一部改正について 

３５ 議案第３５号 展望塔の管理及び運営に関する条例の一部改正について 

３６ 議案第３６号 一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例の一部改正について 

３７ 議案第３７号 一宮市市民会館条例及び一宮市木曽川文化会館の設置及び管理に関する

条例の一部改正について 

３８ 議案第３８号 アイプラザ一宮の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

３９ 議案第３９号 一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につ

いて 

４０ 議案第４０号 多加木公園流域貯留施設築造工事の請負契約の締結に係る議決内容の変

更について 

４１ 議案第４１号 三ツ井公園流域貯留施設築造工事の請負契約の締結に係る議決内容の変

更について 

４２ 議案第４２号 実験台及びドラフトチャンバーの売買契約の締結について 

４３ 議案第４３号 高速液体クロマトグラフ質量分析計の売買契約の締結について 

４４ 議案第４４号 和解及び損害賠償の額の決定について 

４５ 議案第４５号 包括外部監査契約の締結について 

４６ 議案第４６号 市道路線の廃止及び認定について 

４７ 議案第４７号 令和６年度愛知県一宮市病院事業会計補正予算 

４８ 委員会提出議案第１号 一宮市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条

例 

４９ 継続審査について 

５０ 同意第 １号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

５１ 常任委員会の閉会中継続調査事項の変更について 



委員会提出議案第１号 

一宮市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

 一宮市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年３月24日提出 

                    議会運営委員会 

                     委員長 渡 辺 之 良 

提案理由 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴

い、条文の整理を行うため、会議規則第13条第２項の規定に基づき、本案を提出する。 



一宮市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

一宮市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年一宮市条例第19号)の一部を次のよ

うに改正する。 

現行 改正後 

(定義) (定義) 

第2条 略 第2条 略 

2～9 略 2～9 略 

10 この条例において「特定個人情報」とは、

行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律(平成25

年法律第27号。以下「番号利用法」という。)

第2条第8項に規定する特定個人情報をい

う。 

10 この条例において「特定個人情報」とは、

行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律(平成25

年法律第27号。以下「番号利用法」という。)

第2条第9項に規定する特定個人情報をい

う。 

11～13 略 11～13 略 

(利用及び提供の制限) (利用及び提供の制限) 

第12条 略 第12条 略 

2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長

が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、利用目的以外の目的のために保

有個人情報を自ら利用し、又は提供するこ

とができる。ただし、保有個人情報を利用

目的以外の目的のために自ら利用し、又は

提供することによって、本人又は第三者の

権利利益を不当に侵害するおそれがある

と認められるときは、この限りでない。 

2 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 市長、教育委員会、選挙管理委員会、

監査委員、公平委員会、農業委員会、固

定資産評価審査委員会、水道事業等管理

者、病院事業管理者若しくは消防長、他

の地方公共団体の機関、他の地方公共団

体が設立した地方独立行政法人、法第2

条第8項に規定する行政機関又は独立行

政法人等に保有個人情報を提供する場

合において、保有個人情報の提供を受け

る者が、法令の定める事務又は業務の遂

行に必要な限度で提供に係る個人情報

を利用し、かつ、当該個人情報を利用す

(3) 市長、教育委員会、選挙管理委員会、

監査委員、公平委員会、農業委員会、固

定資産評価審査委員会、水道事業等管理

者、病院事業管理者若しくは消防長、他

の地方公共団体の機関、他の地方公共団

体が設立した地方独立行政法人、法第2

条第9項に規定する行政機関又は独立行

政法人等に保有個人情報を提供する場

合において、保有個人情報の提供を受け

る者が、法令の定める事務又は業務の遂

行に必要な限度で提供に係る個人情報

を利用し、かつ、当該個人情報を利用す



ることについて相当の理由があるとき。 ることについて相当の理由があるとき。

(4) 略 (4) 略 

3・4 略 3・4 略 

5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2

号から第4号まで及び第29条の規定は適用

しないものとし、次の表の左欄に掲げる規

定の適用については、これらの規定中同表

の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

5 略 

【別記 参照】 【別記 参照】 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

略 

第38条第1項第1号 又は第12条第1項及び第2項の規

定に違反して利用されていると

き 

第12条第5項の規定により読み替

えて適用する同条第1項及び第2項

(第1号に係る部分に限る。)の規定

に違反して利用されているとき、

番号利用法第20条の規定に違反し

て収集され、若しくは保管されて

いるとき、又は番号利用法第29条

の規定に違反して作成された特定

個人情報ファイル(番号利用法第2

条第9項 に規定する特定個人情報

ファイルをいう。)に記録されてい

るとき 

略 

改正案 

略 

第38条第1項第1号 又は第12条第1項及び第2項の規

定に違反して利用されていると

き 

第12条第5項の規定により読み替

えて適用する同条第1項及び第2項

(第1号に係る部分に限る。)の規定

に違反して利用されているとき、

番号利用法第20条の規定に違反し

て収集され、若しくは保管されて

いるとき、又は番号利用法第29条

の規定に違反して作成された特定



個人情報ファイル(番号利用法第2

条第10項に規定する特定個人情報

ファイルをいう。)に記録されてい

るとき 

略 

付 則 

この条例は、令和7年4月1日から施行する。 



令和７年３月２４日 

一宮市議会 

 議長 竹 山  聡 様 

                       福祉健康委員会 

                        委員長 東 渕 正 人 

閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書 

 本委員会審査中の事件のうち、下記事件については閉会中もなお継続審査 

すべきものと決しましたので申し出ます。 

記 

１ 請願書第 ８号 健康保険証廃止の中止に関する件 



令和７年３月２４日 

一宮市議会議長 竹 山   聡  様 

                     総務委員長 本 山 廣 次 

総務委員会閉会中継続調査事項の変更について 

 令和５年５月１６日に議決された本委員会の閉会中継続調査事項について、

令和７年４月１日から、下記のとおり変更すべきものと決しましたので申し出

ます。 

記 

変更前  １ 総合政策部の行政について

  ２ 総務部の行政について

       ３ 財務部の行政について

       ４ 会計課の行政について

       ５ 消防本部及び消防署の行政について

       ６ 議会事務局の行政について

     ７ その他の委員会の所管に属さない行政について 

変更後  １ 総合政策部の行政について

  ２ 総務部の行政について

       ３ 財務部の行政について

       ４ 会計課の行政について

       ５ 消防本部及び消防署の行政について

       ６ 議会局の行政について

     ７ その他の委員会の所管に属さない行政について 


